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大学体育科 目におけ る 「生涯 スポー ッ」 を考 える

一概念 と理念 の立場 か ら一

永松 昌樹

Masaki Nagamatsu: A study of lifelong sport curriculum for university students

Reconsideration of the concept and philosophy —

1.わ が 国 の お け る スポ ー ツの 概 念

現在、スポーツに関わる新法 「スポーツ基本

法」の検討が進められている。文部科学省は 「ス

ポーッ立国戦略一スポーッコミュニティ ・ニッポ

ンー」(平成22年8月26日 文部科学大臣決定)と

題 した文書を公開し、スポーッ立国戦略実現のた

めの国の体制整備 と今後の進め方を示 している。

この中でわが国の今後のスポーツ振興 について、

「スポーツ界 の自主性」 とい う言葉 を用いつつ、
"外圧や保護や指図などをかりず

、スポーツ界が

独自に判断 し、持ち合わせたスポーツ界の発揮す

る能力を国は尊重 し、スポーッ振興を支える民間

のスポーツ団体 ・関係者等 との健全なパー トナー

シップの下、連携 ・協働 して日本のスポーツ振興

に取 り組む"と 記 した。

同時に国が記 したスポーッ立国を進めるため

に、国はスポーッ界を統括 している団体である財

団法人 ・日本体育協会、JOC(財 団法人 ・日本オリ

ンピック委員会)を はじめとするスポーッ団体の

スポーツ振興に向けた"主 体的な取 り組みを期待

する"と し、1)ス ポーッ振興財源の効率的な活

用、2)国 の総合的なスポーツ行政推進のための組

織の在 り方、3)ス ポーツ基本法などの関連法制の

整備に取 り組むと述べている。そして、さらなる

具体的な今後の進め方 として、国は 「スポーッ基

本法」等の検討に取 り組み、短期的に実現すべ

き施策については、財政運営戦略を踏 まえた平

成23年 度の概算要求や、スポーツ振興 くじ・ス

ポーツ振興基金の助成内容に反映させ、中長期的

に取 り組むべ き施策については、新 ・スポーツ振

興基本計画において具体的な実施計画を示す とし

た。2000年 に公開されたスポーッ振興計画は2010

年を目途に具体的な数値 目標が定められたが、そ

の設定の根拠に曖昧さが見え隠れし、新 ・スポー

ッ振興計画の策定に際 して大 きな見直 しの作業は

不可欠であると言わざるを得ないが、それを行 う

と明言 したのだ。

そもそもわが国におけるスポーツとはイ可であろ

うか。以下に示す法令等にその目的と考えられる

部分に下線 を付 してみた。現行のスポーツ振興

法(1961年 発布)で は、「『スポーッ』 とは、運

動競技及び身体運動(キ ャンプ活動その他の野

外活動を含む。)で あって、心身の健全 な発達を

図るためにされるものをいう。」(スポーッ振興法

第2条)と 定義され、そのスポーツを振興する目

的は、「…国民の心身の健全な発達 と明るく豊か

な 国 民 生 活 の形 成 に寄 与 す る こ と… 。」(スポ ー ッ

振興法第1条)と ある。 日常において生活の中ヘ

スポーツを取 り入れることにより、健やかな育ち

を保障 し愉 しい日々を過ごすことができる社会づ

くりを目指すことをスポーツ振興の目標 としてい

る。さらに日本国憲法第25条 が 「すべて国民は、

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る。(2)国は、すべての生活部面について、社会福

祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め

なければならない。」と定め、幸福追求権 を定め

た憲法第13条 や学習権 を示 した憲法第26条 とと
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もに この ス ポ ー ッ振 興 法 を支 え る根 拠 とな って い

る1)'2)。 わが 国 に お い て 、 ス ポ ー ツ に触 れ 、 親 し

み 、興 じる段 階 を概 観 す る場 合 に、最 も重 要 な場

所 とな る学 校 体 育 にス ポ ー ッ と教 育 、 ス ポ ー ッ と

学 習 の形 式 をみ る こ とが で き る。 以 下 で は 、 学 習

指 導 要領 の 中 で"生 涯 ス ポ ー ツ"が どの よ う に考

え られ て い る の か を確 か め た い 。

皿.学 習指導要領にみる生涯スポーツとは?

多 くの日本人がスポーツらしきものを体験する

最初の場所は学校であるが、現在、小学校で体育

が、中学校や高等学校で保健体育が必修科 目と

なっている拠 り所 も、前述の日本国憲法第25条

にある。 さらには学習権 を示 した憲法第26条 を

法的根拠 とした教育基本法の第1条 にある教育の

目的に示 され 「教育は、人格の完成を目指し、平

和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な

資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期 し

て行われなければならない。」に続 き、学校教育

法へ と連なる。学校教育法の規定に沿って学校教

育法施行規則が作成されている。学校教育法施行

規則に定められた学習指導要領によって国の教育

基準が示 され、「体育」 も 「保健体育」 も教育職

員免許法 と教育職員免許法施行規則 に則 った免許

状 を有する教諭によって授業が展開されている。

学習指導要領は平成20年3月28日 に幼稚園教育

要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領

が公示され、平成21年3月9日 には高等学校学

習指導要領 と特別支援学校の学習指導要領も公示

されている。今年度より新 しい学習指導要領 を段

階的に適用 され始めている。

1。生涯スポーッの実践を意識 した旧学習指導要領

現在、本学の開講す る 「生涯スポーッ1・2」

を受講する学生たちは旧学習指導要領 に準ずる教

育体制の中で学んだ者たちである。 したがって、

どのような目的のもとで体育 ・保健体育を学習し

てきたのかを知ることも、生涯スポーッ科 目を再

考する上で大切なプロセスであると言えよう。

旧小学校学習指導要領では、体育の目標 を 「心

と体 を一体 としてとらえ,適 切な運動の経験 と健

康 ・安全についての理解を通して,運 動に親 しむ

資質や能力を育てるとともに,健 康の保持増進と

体力の向上を図 り,楽 しく明るい生活を営む態度

を育てる」と明示 してお り、学校での体育の授業

はこれに従って展開されることとなる。同様に中

学校学習指導要領 ・保健体育では 「心と体を一体

としてとらえ,運 動や健康 ・安全についての理解

と運動の合理的な実践を通して,積 極的に運動に

親しむ資質や能力を育てるとともに,健 康の保持

増進のための実践力の育成 と体力の向上 を図 り,

明るく豊かな生活を営む態度を育てる」ための保

健体育が目標 となってお り、特に 「体育」分野で

は 「(1)各種の運動の合理的な実践を通 して,課 題

を解決するなどにより運動の楽しさや喜びを味わ

うとともに運動技能を高めることができるように

し,生 活を明るく健全にする態度を育てる。(2)各

種の運動を適切に行うことによって,自 己の体の

変化に気付 き体の調子を整えるとともに,体 力の

向上を図 り,た くましい心身を育てる。(3)運動に

おける競争や協同の経験 を通 して,公 正 な態度

や,進 んで規則 を守 り互いに協力 して責任を果た

すなどの態度を育てる。また,健 康 ・安全に留意

して運動 をすることがで きる態度を育てる。」と

している。そ して高等学校では 「心と体 を一体と

してとらえ,健 康 ・安全や運動についての理解と

運動の合理的な実践を通 して,生 涯にわたって計

画的に運動 に親 しむ資質や能力を育てるととも

に,健 康の保持増進のための実践力の育成と体力

の向上を図 り,明 るく豊かで活力ある生活を営む

態度を育てる」ための保健体育が目標 とされ、特

に高校での 「体育」については 「各種の運動の合

理的な実践を通して,運 動技能を高め運動の楽 し

さや喜びを深 く味わうことができるようにすると

ともに,体 の調子を整え,体 力の向上を図 り,公

正,協 力,責 任などの態度を育て,生 涯を通 じて

継続的に運動ができる資質や能力を育てる」こと

が 求 め られ て きた 。
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2.生 涯学習 を意識 したスポーッライフ形成を目

指す新学習指導要領

体育 ・保健体育科に関する新 しい学習指導要領

の改訂は、小学校体育科の目標を 「心 と体を一体

としてとらえ、適切な運動の経験 と健康 ・安全に

ついての理解を通 して、生涯にわたって運動に親

しむ資質や能力の基礎を育てるとともに健康の保

持増進と体力の向上を図り、楽 しく明るい生活を

営む態度を育てる。」 としている。中学校保健体

育科の目標を 「心 と体を一体 としてとらえ、運動

や健康 ・安全についての理解 と運動の合理的な実

践を通 して、生涯にわたって運動に親 しむ資質や

能力を育てるとともに健康の保持増進のための実

践力の育成 と体力の向上を図り、明るく豊かな生

活を営む態度を育てる。」 とした。この改訂によ

り義務教育段階における体育 と保健体育科の目標

の関連性を強調 し、その重要性を示 したといえよ

う。

学校教育法第50条(高 等学校設置の目的)は

「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、

心身の発達及び進路に応 じて,高 度な普通教育及

び専門教育を施すことを目的とする。」 と規定 し

たことを踏まえて、高度な普通教育 としての保健

体育科の目標を中学校保健体育科の目標をより発

展させて示 し、「心 と体 を一体 としてとらえ、健

康 ・安全や運動 についての理解 と運動の合理的、

計画的な実践を通 して、生涯にわたって豊かなス

ポーツライフを継続する資質や能力を育てるとと

もに健康の保持増進のための実践力の育成 と体力

の向上を図り、明るく豊かで活力ある生活を営む

態度を育てる。」としている。

生涯にわたって健康を保持 しつつその増強 も進

め、豊かなスポーツライフを実現することを目指

すが、そのためには生活に根差 した生涯にわたる

学習の継続が不可欠である。 目標の改訂の要点 と

して、「生涯にわたって豊かなスポーツライフを

継続する資質や能力の育成」、「健康の保持増進の

ための実践力の育成」、「体力の向上」の3つ の具

体的な目標が相互に密接に関連 していることを強

調 し、そのことが保健体育科の重要なねらいであ

るとして、スポーッや身体活動に興味や関心を持

ち続けることのできるライフスタイルの形成、つ

まりは、生涯スポーツが体育や保健体育 といった

教科 として終わるのではなく、生涯学習の対象 と

なりえることを意図しているように思える。

「体育」の目標については、小学校から高等学

校 までの12年 間を見通 した体系化の最終段階 と

なることか ら中学校までの学習の成果を踏まえ、

少なくとも一つの運動やスポーッの特性や魅力に

深 く触れることがで きるようにすることを求め、

以下の4つ を示 した。

①運動の合理的、計画的な実践を通 して知識を深

めるとともに技能を高め運動の楽 しさや喜びを深

く味わうことができる。

②自己の状況に応 じて体力の向上を図る能力を育

てる。

③公正、協力、責任、参画などに対する意欲を高

め,健 康 ・安全を確保できる。

④生涯にわたって豊かなスポーッライフを継続す

る資質や能力を育てる。

学校教育下における身体活動の中心が、教員に

よる指導のもとで繰 り広げられる授業 としての

「体育」であるわが国の国民性か ら考えて、学習

指導要領に依 らずに展開される大学体育の重要性

とは、高等学校までの体育の目標である"生 涯に

わたって運動に親 しむ資質と能力"を より一層、

向上 させ、"明 るく豊かで活力ある生活 を営む態

度"の 具現化にあることは確かであるが、さらに

踏み込んだ大学体育が 目指すべ き方向性 を2010

年6月30日 に、(社)全 国大学体育連合、(社)

日本体育学会、(社)日 本女子体育連盟、日本体

力医学会、全国体育系大学学長 ・学部長会、日本

教育大学協会保健体育 ・保健研究部門の6つ の

体育系学術団体が 「21世紀の高等教育 と保健体

育 ・スポーッー活気 と親 しみにあふれるキャンパ

スと社会を構築するために一」 と題 した報告書の

中で提言 している。この提言を本学の 「生涯ス

ポーツ」科 目に照 らすことで、一程度の評価が出

来そうである。長文であるが以下に引用 してみた

いo
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21世 紀の高等教育と保健体育 ・スポーツ

ー活気 と親 しみにあふれるキャンパスと

社会を構築するために一

1学 生の健康 ・体力を維持 ・向上 させ、活力あ

る家庭や社会を築 く能力を育成する。

大学生の体力は依然 として低 く、生活習慣は中

高生 と比べると望 ましくない状態にある。昨今の

調査によると大学生の朝食欠食率は高く、脂質摂

取が過剰で、睡眠不足状態である。また、半数以

上がス トレスを強 く感 じており、自殺率も増加 し

ている。このような状態は休退学や卒後の離職率

とも関連 しているとの指摘がある。

大学体育の授業を通 して身体運動 と健康の重要

性を学生に十分に理解 させ実践 させることは、大

学生活を健康で有意義に過ごすための一助 となる

だけでなく、卒業後の人生を豊かにし、健康で活

力ある家庭や社会を築 く上でも欠かすことのでき

ない重要なことである。

2大 学における保健体育の教育効果を再認識す

る。

正課体育に係る教員の指導能力が向上するとと

もに、授業研究と教材開発がすすみ、講義におけ

る双方向授業(デ ィスカッションやインタビュー

課題)、 実技や演習における行動変容技法の導入

など様々な工夫により、以下のような教育効果が

実証 されている。

1)身 体面での効果

週1回 の体育実技授業でも筋力や持久力などの

体力が顕著に向上 し、体脂肪率が減少する。

2)精 神面での効果

身体運動には不安低減効果や抗 うつ効果,ス ト

レス解消効果があり、体育授業でも同様の効果が

得 られる。

3)社 会性 ・コニュニケーション面での効果

近年,他 者 とのコミュニケーションスキルの低

い学生が増えており、問題を抱えている学生もい

る。体育の授業が人間関係を促進 し、自己効力感

を高め、授業でのスポーツ経験がコミュニケー

ションスキルを含む社会的スキルを向上 させてい

る 。

3ス ポーツ権を尊重し、スポーツ文化の創造に

寄与する。

大学は、以下に述べる体育 ・スポーツに関する

人類的かつ全世界的な課題、理念及び目標の意味

と重要性を認識し、有効なプログラムを積極的に

開発 し、人間の身体面からの幸福 を追求する社会

の発展に寄与 していくべきである。「体育および

スポーツに関する国際憲章」(UNESCO)で

は、「体育およびスポーツは、全教育体系におい

て生涯教育の不可欠な要素を構成しており、身体

活動の継続とスポーツの実践がグローバルで民主

化 された教育によって生涯 を通じて保障されなけ

ればならないこと」(第2条)を 定めている。した

がって、高等教育機関においても、体育 ・スポー

ツ ・身体活動が実践される機会が保障されるべき

であり、さらに身体 とスポーツに関する文化的社

会的課題に対 して積極的に教養教育を開発し提供

していく義務がある。

また、教育基本法は、「教育は人格の完成を目

指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし

て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育

成を期して行わなければならない」(第1条)と し

て、幅広い知識と教養を身につけ、健やかな身体

を養うことを教育の目標に掲げている。また、大

学に対 しては、学術の中心 として、高い教養を培

うとともに、これらの成果を広 く社会に提供する

ことを求めている。

4学 位授与の方針 と 「学士力」に心身の健康 を

位置づける。

中央教育審議会答申 「学士課程教育の構築に向

けて」では、個々の大学が学位授与の方針 を策定

するときの参考 として 「各専攻分野を通じて培う

学士力～学士課程共通の学習成果に関する参考指

針～」を提示 した。 しか し、この参考指針には、

教養教育の目的である 「幅広 く深い教養」「総合的

判断力」「豊かな人間性」のうち、「豊かな人間性」

が欠落 している。そこで、各大学で学位授与の方

針 を策定する際にはこの点 を十分に考慮 し、ス



大学体育科 目におけ る 「生涯スポー ッ」 を考 える

ポーツや文化を享受する態度を養い、健やかな生

活や社会を築く知識 ・技術を学ぶことを学位授与

の方針に盛り込むべきである。

高等教育機関では次世代のわが国を支え、さら

に教養や文化の伝承する能力を鍛える役割が期待

される。スポーツ振興基本計画の中で示されてい

る"生 涯スポーッ社会の実現"と は、その社会が

持続されなければ意味がない。学士力には社会に

貢献するための能力が求められているが、スポー

ツの実践力だけではなくスポーツをいかにして継

続するか、そのための知識 と能力をも持ち合わせ

ることが必要 となろう。この意味にあっても大学

体育の責務は大 きい。

皿.大 学での体育科目の履修回避はなぜ起きるの

か?一 制度について考える一

本学の健康スポーッ教育は、3つ の科 目で展開

されている。「健康 とスポーッの科学」、「心と体

の健康」、そ して 「生涯スポーッ」が開講されて

お り、健康スポーツの目標は、生涯スポーッ開講

に合わせて学生配布されるガイ ドブックの中に記

されている。

① 生涯にわたる健康管理や、健康 ・体力の回

復 ・維持 ・増進を図るための素養を高める。

② 身体運動 ・スポーッ活動の中で、「新 しい動

きの体験」を享受することにより、運動する

喜びとともに共生する喜びを体得する。

③ 身体運動 ・スポー ッ活動 に関す る科学 的

「知」を動 くことによって実感し、探究する。

④ 身体運動 ・スポーッ活動をすることによって

得 られる集約的な身体の 「知 」を体得 し、生

涯スポーッ活動の素養を養う。

大学での健康スポーツの目的を、「自己のライ

フステージや心身の状態 に適 した身体運動やス

ポーツを生活の中に積極的に取 り入れ、人々との

交流を通 じて、豊かなライフスタイルを形成でき

る能力 を身につけることである。」 と明示 してい

る。つ まり、上記の3つ の科 目の中で、健康 ス

ポーッ教育を体現化 しようと試みているのであ

る。さらに、先に示 した"21世 紀の高等教育 と

保健体育 ・スポーツー活気 と親 しみにあふれる

キャンパスと社会を構築 するために一"に 記され

た 「学生の健康 ・体力を維持 ・向上させ、活力あ

る家庭や社会を築 く能力を育成する」、「大学にお

ける保健体育の教育効果を再認識する」、「スポー

ッ権を尊重 し、スポーッ文化の創造に寄与する」、

「学位授与の方針 と 『学士力』 に心身の健康を位

置づける」 という機能を含むことが求め られる。

アンチ ・エイジングセンター と連携 した調査研

究、フィットネス ・チェックを活用 した学生への

体力 と生活習慣 に関するフィー ドバ ックなどは、

その具体的な取 り組みとしてあげることができよ

う。

「生涯スポーッ」科 目は教職課程の履修要件 と

して不可欠な 「体育実技」科 目として必須の科 目

であるが、春から夏の前期に開講 されている 「生

涯スポーッ1」 では、20種類ほどのスポーツ ・運

動教材を用いて、体力 ・運動能力の向上 とその方

法、健康 の意義 と保持増進 とその方法など、体

育 ・スポーッの専門的知識 と運動技術 ・技能の基

礎 ・基本の習得を、秋から冬に開講される 「生涯

スポーッ2」 では、「生涯スポーッ1」 と同様に

体育 ・スポーツの専門的知識、そ して 「生涯ス

ポーッ1」 よりも高度で詳細な運動技術 ・技能の

応用 ・発展の習得を目指す授業 として開かれてい

る。

大学等の高等教育機関における体育は、一般的

に教養教育の一つ という位置づけと、教職免許状

の取得に関わる科 目として設置 されている 「体

育」 といった必須科 目としての立場が存在 してい

る。実技 としての色彩が濃いために科 目の単位が

「1」 としてカウントされることか ら、学内の実

情、つまり1学 年間や半期間での履修制限単位数

に応 じて、実技 と講義を組み合わせた 「演習」形

態をとりなが ら、単位数 「2」 としている大学 も

ある。 しかしなが ら、その場合にあっても教職課

程の単位数は体育実技 「2」 として1科 目で認め

られずに、「4」単位、つま り、2科 目以上の履

修が求められるケースがある。

本学でも、学部による対応が様 々であるため

45



46

永松

に、生涯スポーッへの履修希望者が、教務指導の

影響から履修を回避 してしまうことが懸念され

る。「1」 単位の科 目が存在 しているにもかかわ

らず、履修制限を偶数としていることは、「1」

単位科 目の切 り捨てに繋が りかねない。実際 に

「生涯スポーッ」の履修相談に訪れる学生の中で、

これを理由にあげて履修 を見合わせ るケースが

あった。

V.「 生涯スポーツ」概念の再考からカ リキュラ

ム開発 と創造へ

"生涯 ス ポ ー ツ"の 定 義 は平 澤 ・粂 野(1979)3)
、

粂 野(1985)4)、 山 口(1989)5)、 厨(1997)6)、 野

川 ・川 西(2001)7)が 記 して い る。 平 澤 と粂 野 は

「生 涯 の 各 時 期 、 各 分 野 に お い て 必 要 に 応 じて 、

い つ で も学 べ る よ うな 多様 な ス ポ ー ッ活 動 の 学 習

機 会 の保 障 と環 境 整 備 を意 味 す る」 と し、 粂 野 は

6年 後 に 「個 人 的 に は 、 生 涯 にわ た っ て行 わ れ る

ス ポ ー ツの存 在 形態 を意 味 し、社 会 的 には 、 人 々

が 、 そ の生 涯 の各 時期 にお い て 、 また 生 活 の 各 分

野 に お い て 、 必 要 に応 じて 、 い つ で も行 え る よ う

な 多様 な ス ポ ー ッ プ ロ グ ラム の提 供 お よび そ の た

め の 文化 的環 境 を整 備 す る こ と を意 味 す る」 と し

た 。 この 論 は、1988年 に 文 部 省 が 体 育 局 再 編 した

際 に 設 置 され た 生 涯 ス ポ ー ツ課 の分 掌事 務 に も反

映 され て い る よ うだ 。

山 口 は 、 「生 涯 に わ た っ て 自分 自 身 の ラ イ フス

タ イ ル に あ っ た 運 動 ・ス ポ ー ッ を継 続 して 楽 し

む こ と」(1989)、 さ らに 「生 涯 に わ た っ て 自分 自

身 の ラ イ フサ イ クル に適 した ス ポ ー ツ を楽 しみ な

が ら継 続 的 に 実施 す る こ と」(1990)と した が 、 野

川 と川西 は この 山 口 の生 涯 ス ポ ー ツの 定 義 を支持

しな が ら 「生 涯 にわ た る各 ライ フス テ ー ジ にお い

て 、 生 活 の 質(QOL)が 向 上 す る よ うに 自分 自

身 の ライ フス タイ ル に適 した 運 動 ・ス ポ ー ッ を継

続 して 楽 しむ こ と」 と して い る。

これ らの 論 に つ い て 、 山 本(1997)8)は 「生 涯

ス ポ ー ッの 意 味再 考一 現 代 社 会 とス ポ ー ッの 可 能

性 一 」 の 中 で 、 「政 策 論 が 生 涯 ス ポ ー ッ論 の 中 心

的 関心 事 とな っ て い る」 と批 評 した 。 そ して 生 涯

スポーッを論 じる場合、その目標 を明確 にすべき

である とし、それは 「個人の自己成長、自己実

現」と 「地域文化の創造」という生涯学習の目標

を準 えて考えるという立場から、硬直化と惰性化

した社会や文化への批判と新たなる文化創造の可

能性 を含めたものでなければならないと論 じてい

る。 この考え方は永島(1988)9)が 生涯スポーッ

の考え方として、自己実現の場であ り、身体それ

自身の表現形式としての空間であることを、ポー

ル ・ラングランと真木悠介によるスポーッ論の記

述を示 しながら説明した内容をさらに深めたよう

にとらえることができそうだ。

島崎(1988)10)は 、時系列的な連なりとしての

生涯スポーッと空間的な広が りとしてのみんなの

スポーツを融合することこそが真の生涯スポーツ

であるとし、「多様異質なる個人的 ・社会的特有

を有するすべての一人ひとりが、各自あるいは共

同し、生涯にわたって主体的にスポーッ環境 に働

きかけつつ、スポーッ経験 を自立的に改造享受す

る文化的行動過程の総体」 と評し、"ラ イフ ・ロ

ング ・スポーツ ・フォア ・オール"を 提唱 した。

島崎の主張 には社会 とスポーツの関係性 につい

て、工業社会から脱工業化社会への変化の内実に

ある 「仕事至上の生活観から真のレジャー(非 義

務的 ・自由裁量活動)重 視の生活観」、「物質的価

値優先からヒューマニティーや文化価値重視への

バリューシステムの転換」が背景にある。

佐伯(1995)11)は 学校体育授業辞典の中で 「生

涯スポーッとは生涯を通 じてスポーッに親 しむこ

と」 と記 し、「幼児～高齢者に至るそれぞれのラ

イフステージにおいて意味を有するスポーッを考

えること」、「生活と人生を充実 し、生涯にわたる

人間的成長に向けた自己開発的レジャーとしての

スポーツの意味をとらえること」という2つ の視

点が重要であると述べている。これは、島崎の主

張にも通 じる面が多 く、生涯スポーッを振興する

上で、特に 「個」としてヒトがスポーツに接する

部分に焦点を絞 り込んでお り、その不可欠な要素

を端的に表していると言えよう。

池田(2000)12)は 第2回 日本生涯スポーッ学会

大会の基調講演を 「みんなのスポーッから個のス



大学体育科 目におけ る 「生涯スポー ッ」 を考 える

ポ ー ッ の 時 代 へ の 変 化 」 と い う テ ー マ で 行 っ た

が 、 と て も興 味 深 い原 稿 を遺 して い る。 政 策 論 と

して進 め られ て きた 「み ん な の ス ポ ー ッ」 は 、 ス

ポ ー ツ ・フ ォア ・オ ー ル(SportforAll)で あ っ

たが 、 わが 国が こ れか ら進 め るべ き生 涯 ス ポ ー ッ

振 興 の ム ー ブ メ ン トは、 ス ポ ー ツ ・フ ォ ア ・エ ブ

リ ワ ン(SportforEveryone)だ とい う の だ。 国

民 を全 体 と して と ら え 、 そ の 集 合 体 を 意 味 す る

Allは"す べ て の 人 々"と な るが 、 各 個 体 に主 眼

を置 き"ど の人 々 もそ れ ぞ れ"と 意 味 した い場 合

はEveryoneが 妥 当 だ とい う主 張 で あ る。 近 年 の

ス ポ ー ッ人 口動 向 を引 用 して 、 「ス ポ ー ツ ク ラ ブ

に入 らず と も、 自分 で手 軽 に、 自分 の能 力 や 自分

の時 間 の都 合 に応 じて行 う こ とが で きる」 ス ポ ー

ツが 世 界 的 に も実 施 頻 度 が 高 い こ とを示 した。

こ こ ま で 概 観 した 通 り、 生 涯 ス ポ ー ッ を 語 る

時 、 そ れ は社 会 とス ポ ー ッ 、 さ ら に は 個 人 と ス

ポ ー ツ の 関係 づ く りにつ い て考 え る こ とが 要 求 さ

れ る ので あ る。 前 述 した よ う に、 小 学 校 ・体 育 か

ら高 等 学 校 ・保 健 体 育 で の学 習 課 程 が 目指 す とこ

ろ に 「生 涯 学 習 」 の対 象 と して のス ポ ー ッが あ る

が 、 そ の実 践 的 な活 動 が 試 行 さ れ る一 つ の空 間 と

して、 学 生 の立 場 か ら考 え る と、 大 学 に お け る体

育 が 存 在 して い る と思 わ れ る。 そ れ は高 い競 技 性

の追 求 で あ る体 育 会 活 動 で あ っ た り、 親 睦 を 目的

とす るサ ー ク ル活 動 で あ っ た り、 そ して実 技 科 目

と して の 「体 育 」、本 学 で の 「生 涯 ス ポ ー ッ」 で

あ る よ う に見 え るか も しれ な い 。 しか しなが ら、

開講 科 目 と して 「生 涯 ス ポ ー ッ」 を設 置 して い る

意 味 は、 そ の実 践 力 に 関 して の評 価 を伴 い、 そ の

責 任 を負 う こ と とな る 。 本 学 に お け る 「生 涯 ス

ポ ー ッ」 科 目は、 学 生 へ 向 け て配 布 さ れ る ガ イ ド

ブ ック に記 さ れ て い る"身 体 運 動 ・ス ポ ー ッ活 動

をす る こ とに よ っ て得 られ る集 約 的 な 身体 の 「知

」を体 得 し、生 涯 ス ポ ー ツ活 動 の素 養 を養 う"た

めの授業展開を進めることが肝要であろう。

「生涯スポーッ」ではフィットネス ・チェック

と題 して体力テス トを実施 し、その評価 と身体運

動に関わる生活上の課題 をそれぞれの受講生ヘ

フィー ドバ ックがなされているが、受講生自身が

どの程度、そのフィー ドバ ックを生活に反映 して

いるのかについて追跡的な検討を進めてみること

が望まれる。また、長年にわたって蓄積された本

学の学生データの分析が行われることによって、

本学の学生にみるスポーツ行動の特徴を明らかに

することによって 「生涯スポーツ」カリキュラム

の見直 しを行 うための資料 として活用できる。佐

伯が示 した"生 涯にわたってスポーッに親 しむこ

と"こ そ、生涯スポーッであるとするならば、本

学での開講されている 「生涯スポーッ」はその実

践性 を追求する科 目であり、まさにそれは、"明

るく豊かで活力ある生活を営む態度"の 具現化で

あり、その様子が受講時に限られるものではない

だろう。

本学での 「生涯スポーッ」科 目が目指す、"生

涯にわたる健康管理や、健康 ・体力の回復 ・維

持 ・増進を図るための素養を高め、身体運動 ・ス

ポーツ活動の中で、「新 しい動 きの体験」を享受

することにより、運動する喜びとともに共生する

喜びを体得 し、身体運動 ・スポーッ活動に関する

科学的 「知」を動 くことによって実感 し、探究す

る。そして、それらを統合 しつつ、身体運動 ・ス

ポーツ活動をすることによって得 られる集約的な

身体の 「知 」を体得 し、生涯スポーッ活動の素養

を養 う"と いう流れは大変理解 しやすい。学生の

履修を促すための手立てとしては、より受講 しや

すい仕組みを作 りあげること、魅力ある教材を用

意することなどを継続的に検討 していくことが必

要であ り、「生涯スポーツ」 を担当する教員自身

が"生 涯にわたってスポーッに学ぶ"姿 勢を大切

にしなければならないと改めて感 じる13)。
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